
　秋空が高く澄み渡り，さわやかな季節になりました。

　さて，今回は子育て等に関する休暇・休業制度と，通勤手当制度の改正について

お知らせします。

　子育て等に関する休暇・休業制度は，下記の表のようになります。

「平成31年3月28日付呉教学(教)1346号より」

詳しくは，このようになります。　

担当：吉浦共同事務センター

　そのなかで，家族の看護等に係る休暇（特別休暇15号）は

「平成31年４月休暇制度Q＆Aより」

呉市立小・中学校

共同事務センターだより 第６号

令和元年１０月発行

子育て等に関する休暇・休業制度について

平成31年１月から
「孫」が追加されています。

【感染症予防の場合】



　今回の改正で，次のところが変更等されています。

・

・

　下記の表のとおり改正                                                         ※2㎞未満は支給対象外

・ 駐車料金に係る通勤手当の支給〈新設〉
　交通機関と乗り継ぐために自動車又は自転車等の駐車場を利用する職員を対象に，3,000円を

上限として，職員が負担する当該駐車場の利用に係る料金の2分の1が通勤手当として支給される

こととなりました。

Ｑ　子が入学する予定の高等学校が主催する学校説明会に参加する場合，本号の休暇を承認できるか。

Ａ　承認できる。

　　高等学校の行事については，原則として本号の休暇の対象から除かれているが，義務教育終了前の


　子が在籍することとなる高等学校の学校説明会等に参加する場合は，承認することができる。

休暇制度Q&A平成31年４月改正版「家族の看護等に係る休暇（第15号） Q20」参考

交通用具の使用距離に応じた通勤手当の額の改正

全額支給限度額の改正

　交通機関等利用者(ＪＲ，バス等)，併用者(有料道路運賃を支給されている自動車使用者等)の

１箇月当たりの運賃相当額の全額が支給される限度額が78,000円から98,000円に改正

通勤手当の制度改正について(平成31年4月から)


